
【住宅改修における居住前（入院・入所中又は転入・転居前等）や認定申請中の取り扱い】
介護保険住宅改修は現に居住している住所の改修費用を対象としています。
ただし下記のような状況で、やむを得ない事情により工事着工が必要な場合、本取り扱いに同意し下記
事前承諾書に署名をいただければ、事前の工事着工を行うことが出来ます。（基本、自筆による）

　　（1）入院・施設入所中または転入・転居前に改修する場合　
　　　　 住宅改修後の支給申請を行うには、退院・退所して（在宅に戻って）改修後の住宅に実際に生活している必要があります。また、転入・転居予定の住宅の改修を行った場合も、改修を行った住所に住民票を移している必要があります。予定の変更等で退院・退所、または転入・転居しないこととなった場合、住宅改修費は支給されません。
住宅改修後の支給申請は退院・退所後または住民票を移してからとなります。
　　（2）認定申請中に改修する場合　
　　　　介護保険で住宅改修を行えるのは、介護認定を受けている方です。
　　　介護認定審査会により要支援１～要介護５の認定を受ける必要があります。
　　　なお、介護認定の結果「自立」となった場合、住宅改修費は支給されません。
住宅改修後の支給申請は認定結果が出てからとなります。
《　介護保険の住宅改修における事前承諾書　》
上記の事項を了承したうえで住宅改修工事を行います。
	被保険者名
	　
	被保険者№
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（１）（２）どちらかあてはまる項目に○をして必要項目をご記入下さい。

	（１）
	入院・入所中の場合
	退院・退所予定日（　　　　　年　　月　　日）

	
	入院・入所施設名
	

	
	転入・転居の場合
	転入・転居予定日（　　　　　年　　月　　日頃）

	
	転入・転居先住所
	

	（２）
	認定申請中
	申請日（　　　　　年　　　月　　日）

	

	事後申請時に
ご記入下さい
	退院・退所日
	　　　年　　月　　日
	

	
	転入・転居日
	　　　年　　月　　日
	

	
	要介護認定日
	　　　年　　月　　日
	要介護度（　　　  　　）

	


年　　月　　日








住宅改修の承諾書








（住宅所有者）


住　　所





氏　　名　　　　　　　　　　　　　　








　私は、下記表示の住宅に、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　が





別紙「介護保険住宅改修費申請書」の住宅改修を行うことを承諾いたします。








